
                   

 令和 5年度 羽村市立武蔵野小学校いじめ防止基本計画 

    武蔵野小学校 校長 府金博之 

 

１ いじめ防止等対策についての基本方針 

 ○いじめの定義 

  「いじめ防止対策推進法」の第２条（定義）より、いじめとは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学

校に在籍している等、当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与え

る行為（インターネットを通じて行われるものも含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が、心身

の苦痛を感じているものと定義する。 

○いじめ防止のための基本的な考え方や基本姿勢  

 「いじめは、どの子供にも、どの学校でも起こりうるものである。嫌がらせやいじわる等「暴力を伴わない

いじめ」は、多くの児童が入れ替わりながら被害も加害も経験する。また「暴力を伴ういじめ」は直接的に

生命や身体に重大な危険を生じさせうる」という基本認識にたち、以下のような基本姿勢でいじめ防止に努

めていく。 

（１） いじめは決して許されない 

自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える人間関係を構築する能力を養う。 

（２） 君はひとりじゃない 

ささいな兆候でも疑いをもち、早い段階から的確に関わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすること

なく積極的にいじめを認知する。 

（３） 学校へ行こう 

いじめを受けた児童や知らせてきた児童の安全を確保し、加害者の事情を確認し適切な指導を組織的に行

う。 

（４） 共に歩もう 

  家庭や地域と連携し、多くの大人が関わり、子供の悩みや相談を受けとめる体制作りに努める。 

 

２ いじめ防止等のための具体的な取組（方策） 

「自分を大切に、友達を大切に、一人一人を大切にする学校」を目指し、「人権意識に基づく温かな集団の雰

囲気作り」に全職員が努める。 ※生活指導のねらい 

（１）いじめは決して許されない 

① やさしさメッセージ 

お互いの立場や考えを尊重しあい、互いのよさを認め合う標語を６～７月に募集し、テレビ放送で

披露し、１～４階全てのフロアーに掲示する。 

②  生活目標の設定 

「友達と仲良くしよう」（５月）、「協力して仕事をしよう」（７・１２月）、「言葉づかいに気をつけ

よう」（１０月）を設定し、全てのクラスで児童の実態に合った人権意識に基づいた具体的な取組

をする。取組は全校朝会で発表する。 

③  生活安全計画 

「ふわふわ言葉」（５月）、「いじめは絶対にいけない」（９月）、「ルールやマナーを守っているか」

（１１月）を設定し、各クラスの実態に合わせ指導する。資料は生活指導部が用意する。必要に応

じ、高学年では「インターネット・携帯電話のトラブル」等も指導する。 

④  あいさつ運動 

コミュニケーションを円滑にし、よりよい人間関係を構築するため、４月３週目、９月２週目、１

月３週目に実施する。 

⑤  校内・校外のきまり 

「みんなで使う学校のものは大切にしよう」「子供同士でお金や物のやりとりはしない」等のきま

りを、年度当初児童、保護者と一緒に確認する。 

⑥  セーフティ教室 

「犯罪に巻き込まれない」「薬物の乱用防止や非行防止」の指導を通して、他人に流されず、断る

強い意志を育む。 



                   

⑦  小中連携による取組 

  中学校と連携し、児童会・生徒会主催の「あいさつ運動」や清掃活動を企画し、温かい人間関係

のある異年齢集団を作る。  

⑧  生活指導会での情報共有 

     生活指導会を毎週金曜日に設定し、いじめの兆候が見られないか、教職員で情報を共有する。そ

の内容を記録し、兆候を掴んだ場合には解決に向けて具体的に行動できているか、いじめ対策委

員会が、解決まで記録内容を管轄する。 

        

（２）君はひとりじゃない 

①  健康観察・出席確認 

     担任が毎朝児童一人一人の健康や様子を観察し、保健カードを９時までに保健室に提出し、欠席

理由が不明な児童についてはインターホンで職員室に連絡し、職員室にいる教員に連絡をしても

らう迅速な対応をする。 

②  清掃活動 

     「協力して学校をきれいにする」目標を年間通して設定し、教師と児童が一緒に清掃をしながら、

奉仕する気持ちを育む。 

③  食育 

     担任や学習補助者等と一緒に食事をとり、食を通じて好ましい人間関係を育成する。 

④  小中連携による取組 

     本校の児童は、そのまま進学すると小中で９年間周りを取り巻く友人が変わらない。小中で連携

し、中１ギャップを解消するために色々な教科で乗り入れ授業を計画している。また、主に６年

担任が窓口になり、児童についての詳細な情報を共有している。 

 

（３）学校へ行こう 

① 学年集会 

  いじめにつながりそうな事態を把握したら、担任一人で抱え込まず、全職員が情報を共有する等、

組織的に対応する。当該学年が最初の対応にあたる。当該学年は生活指導部等と連携しながら、

必要があれば学年集会を開き、児童の指導に当たる。 

② 登下校の見守り 

  毎週水曜日、学校付近の交差点に職員が立ち、児童・生徒の登校の様子を見守る。また台風や大

雪、不審者情報があれば臨時に下校に付き添うこともある。 

③ 様々な相談体制 

悩みを抱えた児童は、担任に相談しにくいときがある。他の話しやすい教員や養護教諭、スクー

ルカウンセラーへ相談が可能なこと、相談室を活用できることなどを、随時知らせていく。 

④ 児童会の取組 

６学年に該当する、西多摩人権の集いの作文作成を機に、全校へ人権教育について発表する。ま

た、児童会が取り組める活動を随時考えていく。 

 

（４）共に歩もう 

① むさしの井戸端会議 

ＰＴＡや教員・保護者で児童に関する課題を話し合う機会を設定し、その会で「いじめ」につい

て話題にし、共通理解を図る。 

② 民生・児童委員との懇親会 

年に１度、民生・児童委員と給食を食べながら交流をする。複雑な家庭環境の児童や、問題行動

の見られる児童等の情報を交換し、今後の児童の参考とする。 

 

３ いじめに対する措置について 

（１）基本的な考え方 

児童や保護者からの相談等に対応し、教職員全員がいじめ等の問題に対して、その早期発見と迅速か

つ適切な組織的対応をする。 

（２）いじめの発見・通報を受けたときの対応 



                   

いじめが確認された場合、ただちに知らせてきた児童の安全を確保する。 

（３）いじめられた児童又はその保護者への支援 

児童の安全と学習権を確保し、教育委員会や保護者と連携しながら、環境が改善されるように努力す

る。（必要があればカウンセラーのケア、登下校時の付き添いなども実施する） 

（４）いじめた児童への指導又はその保護者への助言 

いじめを行った当事者への指導は当然厳しいものを行う。いじめとは相手の基本的人権を奪う許さ

れない行為であることをしっかりと理解するまで、監視し指導を続けていく。（別室での学習もあり

うる）また、校内だけでは不十分と判断した場合は、関係諸機関と連携していく。 

また保護者に対しては、家庭でも問題がなかったか連携しながら原因を探る。必要な時はカウンセリ

ングや関係諸機関への協力を図る。 

（５）いじめが起きた集団への働きかけ 

いじめを行った加害者には当然罪は重いが、その周りにいた観客（冷やかしや歓声）もいじめを助長

させたものとして、加害者と同等の厳しい指導をしていく。また一見罪がないように見えるその他大

勢の傍観者にも、「止める勇気」やいじめられた子への「声掛け」をしていくように指導する。 

傍観者同士が、「いじめはよくない」という共通理解を持って、いじめを止めに行こうとする雰囲気

作りをしていく。 

（６）ネット上のいじめへの対応 

児童の携帯電話、スマートフォン、携帯ゲーム機、パソコン等の所持状況や使用状況を把握し、実態

に合った一斉指導型の資料を作成し、各担任から指導してもらう。（ネット上のエチケット等身近な

ものから情報モラル教育を推進する） 

（７）重大事態への対応 

重大事態が発生した場合は、教育委員会を通じて、市長へ報告する。市や教育委員会による指導に基

づき対応する。 

 

４ いじめ防止等のための校内組織 

（１）学校内の組織 

① いじめ防止対策推進担当者・・・生活指導主任 

② いじめ防止対策委員会・・・管理職、主幹教諭、生活指導主任、生活指導部いじめ防止担当者 

               特別支援教育コーディネーター、（SC） 

③ いじめ対策ケース会議・・・いじめ防止対策委員会に当該学年が加わる。 

（２） 家庭や地域、関係機関と連携した組織 

① 学校評議員会 ・・・いじめの問題について話題にする機会を設定する。 

② 学校アンケート・学校評価・・・保護者からの質問に説明責任を果たす。 

③ 学校サポートチーム・・・重大な事態の場合を問わず、必要と判断したとき警察、児童相談所、       

民生児童委員等と連絡を密にとり、連携を図る。 

 

５  校内組織機能状況のチェック 

（活動によるチェック） 

毎週金曜日に設定した生活指導会。毎月実施されるアンケートによるいじめ調査。年３回実施される生

活指導全体会。年２回実施される東京都ふれあい月間における報告。以上４つの取り組みを、管理職の

指導のもと、生活指導主任と生活指導部いじめ対応担当者が、相互にチェックし合う。 

（怠慢状況、指摘方法の周知、徹底） 

また、年間の計画を年度当初に全教職員に示し、活動内容を全体で共有し、怠慢な状況が見られた場合

の報告方法を定める。年度途中に開催される、いじめ防止研修を機に、確認も行う。 

① いじめ対応担当者 ② 生活指導主任 ③管理職 ④市教育委員会 ⑤都教育委員会 

 

管理職への報告で、いじめ対策委員会の組織的な運用が改善されない場合、市・都の教育委員会に通告

義務があることを、年度当初といじめ防止研修を機に周知し、徹底を図る。 

 

  



                   

 ６ いじめ対策委員会の年間活動計画及び、運用状況の確認が可能な場 

 生活調査 

(児童アンケート) 
生活指導夕会 

生活指導全体会 

いじめ防止研修 
ふれあい月間 

いじめ対策ケース

会議 

4月 ＊ ＊＊＊ ＊年度当初の確認   

5月 ＊ ＊＊＊＊ ＊第１回   

6月 ＊ ＊＊＊＊  ＊ふれあい月間①  

7月 ＊ ＊＊＊＊    

8月 ＊ ＊ ＊いじめ防止研修   

9月 ＊ ＊＊＊＊    

10月 ＊ ＊＊＊＊ ＊第２回   

11月 ＊ ＊＊＊＊  ＊ふれあい月間②  

12月 ＊ ＊＊＊＊    

1月 ＊ ＊＊＊    

2月 ＊ ＊＊＊＊    

3月 ＊ ＊＊＊＊ ＊第３回   

 

 

 

 

 

７ 重篤な案件（児童、保護者からの直接的な訴えを含む）への対応 

いじめ対策委員会：校長・副校長・生活指導主任・いじめ担当主任・当該学年主任・当該学級教諭 

（場合によりスクールカウンセラー・養護教諭・特別支援専門員） 

 

 

毎
月
１
回
実
施 

毎
週
１
回
実
施 

※
必
要
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
随
時
実
施 

＊＝６３回 

※＝随時 

 

左記回数は確実に、いじめに対して情報を共有する場。校内組織が適切に運用されてい

るか確認される場。いじめを未然に防止する場。いじめに対応する場として設定する。 

重篤な案件発生 

担任による状況把握 

・児童への聞き取り 

・保護者との連携 

ケース会議 
ケース会議で提案された

方法の実行 

関係機関との連携 

・子供家庭支援センター 

・SSW 

・警察       等 

案件の解決・改善 

３か月の経過観察 


